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一 土地を巡る状況

１．土地神話の崩壊

東証株価の史上最高値は 年１２月２９日の終値３８，９１５円である。 年１1989 2004
２月３０日の終値が１１，４８８円であるから１５年間で３割まで下落した、３分の１以

下になってしまった。一時は８千円を割ることもあったのだから、そのときよりは５割近

く回復したとも言え、バブルの大きさはとてつもなく大きかった。

土地の指標である地価公示が最高値を示したのは、 年。その当時は東京銀座で坪1991
当たり１億円を超える取引と言われた。埼玉の大宮でも６千万円を超えた。したがって、

景気の先行指標である株価から見て１５年間、後行指標である地価公示を見ても１４年間

がバブル崩壊後、日本経済がもまれた期間であるといえる。

地価も５分の１以下になり、バブル以前の昭和５８年の水準に戻っている。今後の土地

価格についてのアンケートでは、６割の人は「これからも土地価格が上がる（または横ば

い 」と答えた。一方３分の１の人は土地価格が上がると答えている。この「上がる」と）

いう答えの中には「自分の土地は上がって欲しい」という期待も含まれているのかもしれ

ない。ともあれ、昭和の地代には、ほとんどの人が土地価格は上がらないまでも下がらな

い、と答えていた。いわゆる土地神話が定着し、それを前提に土地担保の融資が当然。土

地さえあれば、あまり審査をしなくても安心して融資をするのが銀行の姿勢であった。そ

のツケが、バブル崩壊後の不良債権処理の歴史なのである。

土地価格が上がるという人と、下がるという人がいるのは、おかしなことではない。本

来、財産というものは、その価値をよく見る人とそうでない人がいて当たり前である。商

品は、そのものの持つ利用価値や収益性に応じた価値が形成される。使い物にならず、何

も利益にならないものはほとんど見向きもされない。マニアとして収集する人にしか価値

を見られない。不動産も人気のある土地は高くなり、逆に売れないものは値が下がるよう

になった。いわば他の一般商品と同様になったと言える。他の商品と違う点は、土地は動

かず、残る。そのため、売れなくても処分して消えることはなく、市場から一時的に消え

て供給が潜在化することになるということ。バブル崩壊までは買いたくても買えない層の

「需要の潜在化」であったが、今は 「供給の潜在化」によって、土地価格の暴落が目に、

見えないだけ。さらに、最近では、東京銀座に坪当たり１億円を上回る取引が相次いだ。

乗用車も高級車から売れるようだ。現代は良いものは売れるが、日用品は低価格に限定さ

れるデフレの時代なのだろう。

挿入http://homepage3.nifty.com/saikan/chika/doukou/tikadoukou 0409 .htm( )
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前のページをご覧いただきたい。弊社のホームページからコピーしてきたものである、

。 、 、２ページ目に国内総生産の推移を示している 最近の景気動向は デフレの進行によって

名目値はマイナスになっている。消費者物価指数がマイナスであるために名目値はマイナ

スであるが、実質成長率は若干のプラスとなっている。９８年を見るとマイナスになって

いる。橋本内閣の財政再建策（増税と社会保障負担増）が財布を閉めさせてしまったとき

のこと。その後、 年に一旦マイナスになった後、２年続けてプラスを示している。2001
埼玉県について言うと、不良債権処理が進み小川信金が経営破綻、共同債権買取機構に債

権譲渡したのが 年１月のことであった。下の表は４半期別の成長率、 年４－６2001 2004
月期の数値が下がってきているのが気にかかるところである。速報値では４ヶ月連続して

値が５０％以下である。今は景気の踊り場にいることは間違いないだろう。最近の様DI
々な指標を見てみると、史上最高の好決算企業もある一方で衰退的な産業もあり、景気は

まだら模様であるが全般にはややプラス、今後は安定的な低成長になっていくといえると

思う。

の前のページには、関東の地価変動率の表を示している。地価公示、地価調査とGDP
もに、最近の数値の方が低下し、土地価格の下落率は小さくなってきている。地価調査と

地価公示の地点はバラツキがあるため、単純に変動率を比較することはできない。それぞ

れ１年前と比べたものとして理解していただきたいが、いずれも下落率は縮小している。

さらに東京の下落率がかなり小さくなっている。都心部を中心にプラス地点が現れている

ように、全体に横ばい地点が増えている。これを受けて東上沿線を始めとして東京近郊地

。 、 、点の下落が小さくなってきた 最近では 浦和や川口のマンション用地の引き合いが多く

相続税路線価の２倍で売れたという話もよく聞く。駅に近く人気の高い土地は希少性が強

く、すでに横ばいからプラスと言っても良い状況になってきた。

平成１７年の地価公示価格は春のお彼岸の頃に発表になるが、プラス地点は常磐新線か

らみのところで出そうであるし、プラスマイナスゼロ、横ばいの地点もふえてきそう。一

方、北部地区の下落は依然として大きい。東京への通勤客は都心回帰の波に乗って北部か

らは遠のいてしまった。現在の需要層は、地元に縁のある「地縁的選好性」のある人に限

られている。したがって地元の事情に詳しく、かつてその土地はなんであったかよく知っ

ている。問題のある土地や袋地等の使いにくい土地は目もくれられない。人気のある南向

きの角地のみが高くても売れるようになってきた。

この傾向は、今後より一層顕著になると考えられる。

昨年（２００４年）は埼玉県不動産鑑定士協会の社団法人創立１０周年であった。記念

誌を作って各市町村の税務課等にもお配りした。その中で「都市間競争の素顔」を研究発

表させていただいた。その一部が次のページ。これを見ると上位項目に多く顔を出してい

るのは、外環道周辺と関越道周辺の各市が目立つ。東京への利便性を個人レベルで見ると

外環周辺、企業の利便性は関越道が人気を集めていると言って良い。
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詳細は 参照http://homepage3.nifty.com/saikan/chosaku

埼玉県内の地価公示は１２の分科会に分かれている。分科会の構成は６ページを見てい

ただきたい。５ページの表を見ると、人口は０２年から０４年にかけて全体では＋０．４

％、ごくわずかの微増である。その中でも第２，第５と第６分科会が人口増、第９から第

１２分科会はいずれも人口減少を示している。具体的には、さいたま市、川口市、和光を

始めとする朝霞地区の人口増が目立ち、飯能地区や東松山地区の人口減が特徴的である。

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 １０位
総面積 秩父 東松山 熊谷 飯能 本庄 さいたま 川越 坂戸 加須 春日部
人口 さいたま 川口 川越 越谷 所沢 春日部 熊谷 上尾 草加 東松山
人口伸び率 和光 戸田 朝霞 吉川 さいたま 蓮田 草加 上尾 加須 飯能
DID地区人口比 蕨 鳩ヶ谷（１） 戸田（１） 志木 草加（５） 和光（５） 朝霞 川口 上福岡 さいたま
DID地区推移 加須 日高 深谷 入間 行田 春日部 吉川 羽生 東松山 鴻巣
昼夜間人口比 八潮 戸田 本庄 熊谷 岩槻 秩父 深谷 羽生 東松山 川越
同　推移 上福岡 富士見 岩槻 日高 蕨 桶川 北本 越谷 所沢（９） 八潮（９）
商店販売額 さいたま 川口 熊谷 川越 越谷 上尾 春日部 所沢 戸田 草加
同　人口あたり さいたま 戸田 熊谷 八潮 上尾 川越 桶川 川口 岩槻 鶴ヶ島
同　推移 吉川 桶川 幸手 和光 蕨 羽生 八潮 本庄 加須 新座
小売業販売額 さいたま 川口 川越 熊谷 所沢 越谷 春日部 上尾 草加 東松山
同　人口あたり 戸田 鶴ヶ島 熊谷 蕨 さいたま 深谷 和光 川越 幸手 川口
同　推移 和光 吉川 日高 羽生 岩槻 八潮 北本 行田 幸手 入間
小売業商店数 さいたま 川口 川越 熊谷 越谷 春日部 所沢 東松山 草加 秩父
同　人口あたり 秩父 蕨 熊谷 行田 本庄 鳩ヶ谷 深谷 幸手 上福岡 加須
同　推移 鶴ヶ島 三郷 坂戸 幸手 秩父 上福岡 吉川 蕨 北本 日高
スーパー店舗数 さいたま 川口 川越 春日部 所沢 越谷 上尾 熊谷 東松山 坂戸
同　人口あたり 鶴ヶ島 北本 坂戸 桶川 上尾 吉川 東松山 狭山 戸田 飯能
同　推移 秩父 羽生 鳩ヶ谷 志木 飯能 入間 坂戸 蕨 所沢 新座
工業出荷額 狭山 熊谷 本庄 川越 さいたま 川口 東松山 上尾 深谷 久喜
同　人口あたり 狭山 本庄 八潮 羽生 深谷 熊谷 幸手 行田 東松山 加須
同　推移 北本 本庄 羽生 吉川 熊谷 加須 桶川 日高 久喜 上福岡
飲食店数 さいたま 川口 川越 越谷 熊谷 春日部 所沢 草加 東松山 上尾
同　人口あたり 蕨 秩父 上福岡 川口 熊谷 深谷 本庄 飯能 東松山 戸田
同　推移 秩父 桶川 東松山 鶴ヶ島 日高 深谷 岩槻 吉川 坂戸 北本
工業／小売比率 狭山 本庄 羽生 八潮 幸手 深谷 行田 加須 東松山 日高
同　推移 本庄 上福岡 北本 羽生 狭山 桶川 加須 久喜 熊谷 鴻巣
世帯当たり着工戸数朝霞 戸田 上福岡 吉川 鳩ヶ谷 草加 和光 上尾 川越 川口
同　推移 上福岡 富士見 朝霞 鳩ヶ谷 深谷 蕨 川口 吉川 草加 上尾
所得格差 和光 さいたま 戸田 朝霞 志木 所沢 蕨 新座 蓮田 富士見
同　推移 深谷 本庄 久喜 吉川 熊谷 行田 羽生 和光 幸手 飯能
預金残高 さいたま 所沢 川越 越谷 川口 春日部 熊谷 草加 上尾 東松山
同　人口あたり さいたま 上福岡 蕨 桶川 所沢 坂戸 羽生 熊谷 越谷 行田
同　推移 三郷 所沢 桶川 新座 さいたま 越谷 坂戸 富士見 上福岡 蕨
世帯当たり乗用車数深谷 本庄 羽生 熊谷 加須 秩父 東松山 日高 行田 幸手
同　推移 加須 幸手 秩父 三郷 鶴ヶ島 東松山 深谷 蓮田 坂戸 鴻巣

３１位 ３２位 ３３位 ３４位 ３５位 ３６位 ３７位 ３８位 ３９位 ４０位
総面積 北本 朝霞 戸田 八潮 鶴ヶ島 和光 志木 上福岡 鳩ヶ谷 蕨
人口 蕨 和光 鶴ヶ島 幸手 志木 吉川 羽生 鳩ヶ谷 上福岡 日高
人口伸び率 八潮 坂戸 鳩ヶ谷 狭山 幸手 日高 三郷 秩父 蕨 上福岡
DID地区人口比 蓮田 日高 幸手 深谷 加須 熊谷 羽生 東松山 本庄 秩父
DID地区推移 和光 蕨(32) 鳩ヶ谷(32) 志木(32) 上福岡(32) 本庄 北本 富士見 坂戸 幸手
昼夜間人口比 志木 吉川 富士見 春日部 鴻巣 上福岡 鳩ヶ谷 北本 蓮田 鶴ヶ島
同　推移 鴻巣 本庄 秩父 東松山 飯能 和光 坂戸 深谷 行田 戸田
商店販売額 北本 和光 吉川 幸手 飯能 羽生 鳩ヶ谷 志木 日高 上福岡
同　人口あたり 志木 東松山 三郷 朝霞 秩父 飯能 蓮田 日高 坂戸 上福岡
同　推移 鴻巣 東松山 越谷 熊谷 秩父 戸田 上福岡 鳩ヶ谷 狭山 朝霞
小売業販売額 八潮 幸手 飯能 北本 志木 吉川 羽生 鳩ヶ谷 上福岡 日高
同　人口あたり 坂戸 富士見 朝霞 羽生 鴻巣 鳩ヶ谷 飯能 蓮田 上福岡 日高
同　推移 鴻巣 志木 本庄 春日部 飯能 狭山 朝霞 所沢 上尾 上福岡
小売業商店数 八潮 鳩ヶ谷 北本 志木 上福岡 羽生 鶴ヶ島 吉川 日高 和光
同　人口あたり 入間 日高 三郷 蓮田 富士見 所沢 新座 上尾 朝霞 和光
同　推移 鳩ヶ谷 上尾 所沢 新座 飯能 川口 さいたま 和光 朝霞 戸田
スーパー店舗数 蕨(31) 吉川(31) 志木(33) 日高(33) 幸手(35) 八潮(35) 羽生 上福岡 鳩ヶ谷(39) 和光(39)
同　人口あたり 蓮田 加須 幸手 三郷 草加 深谷 八潮 上福岡 鳩ヶ谷 和光
同　推移 戸田 三郷 桶川 上福岡 行田 鴻巣 八潮 深谷 久喜 和光
工業出荷額 蕨 日高 朝霞 桶川 上福岡 鶴ヶ島 吉川 北本 鳩ヶ谷 志木
同　人口あたり 北本 鳩ヶ谷 三郷 朝霞 坂戸 志木 さいたま 春日部 越谷 所沢
同　推移 川口 坂戸 入間 越谷 三郷 朝霞 戸田 鳩ヶ谷 和光 所沢
飲食店数 幸手 桶川 鴻巣 羽生 北本 志木 鳩ヶ谷 吉川 日高 和光
同　人口あたり 久喜 北本 志木 富士見 新座 日高 入間 鴻巣 蓮田 和光
同　推移 入間 春日部 草加 所沢 志木 朝霞 鴻巣 さいたま 新座 戸田
工業／小売比率 北本 三郷 朝霞 鶴ヶ島 坂戸 志木 春日部 越谷 さいたま 所沢
同　推移 川口 越谷 八潮 三郷 岩槻 入間 鳩ヶ谷 戸田 所沢 和光
世帯当たり着工戸数日高 加須 桶川 入間 坂戸 春日部 狭山 秩父 三郷 幸手
同　推移 加須 越谷 戸田 所沢 和光 飯能 蓮田 桶川 幸手 春日部
所得格差 八潮 行田 東松山 幸手 熊谷 深谷 加須 羽生 本庄 秩父
同　推移 上尾 志木 岩槻 草加 三郷 春日部 上福岡 鳩ヶ谷 新座 八潮
預金残高 志木 羽生 幸手 北本 和光 鳩ヶ谷 吉川 鶴ヶ島 日高 八潮
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ここでは県北の分科会がいずれも人口が減っているということを覚えておいていただきた

い。

Cities, Towns and Villages Total Total

総  計    7,001,933 7,032,254 7062822 0.4% 0.4%
第１分科会 498,391 501,823 0.7%
第２分科会 556,326 562,795 1.2%
第３分科会 522,121 523,650 525,929 0.3% 0.4%
第４分科会 645,182 647,336 647,470 0.3% 0.0%
第５分科会 652,690 658,155 663,456 0.8% 0.8%
第６分科会 707,452 714,340 722,499 1.0% 1.1%
第７分科会 835,257 841,318 846,363 0.7% 0.6%
第８分科会 505,929 508,214 511,185 0.5% 0.6%
第９分科会 535,139 534,545 534,162 -0.1% -0.1%
第10分科会 600,401 599,855 599,149 -0.1% -0.1%
第11分科会 423,151 422,511 422,018 -0.2% -0.1%
第12分科会 529,280 527,613 525,973 -0.3% -0.3%
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第10分科会

第11分科会

第12分科会
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土地取引件数

- - 平成12年計 平成13年計 平成14年計 平成15年計 １６年 １６年
- - - - - - １～３月 ４～６月

第１分科会 6,044 7,030 6,536 5,564 1,579 18.3% 1,290 -29.0%
第２分科会 6,680 6,695 6,246 7,174 1,898 11.6% 1,020 -24.0%
第３分科会 6,339 6,087 6,214 6,977 1,939 14.9% 1,638 -8.0%
第４分科会 7,769 8,862 9,012 9,425 2,094 -9.0% 2,220 5.5%
第５分科会 9,255 9,314 10,195 11,098 2,705 11.0% 3,395 13.1%
第６分科会 7,809 8,836 8,596 10,409 2,385 -2.5% 2,652 6.2%
第７分科会 10,695 11,726 11,561 11,231 2,653 7.1% 2,866 2.4%
第８分科会 5,407 5,195 5,751 6,685 1,601 8.4% 1,458 -11.0%
第９分科会 6,142 5,819 5,910 5,866 1,790 26.4% 1,576 0.0%
第10分科会 6,745 7,175 6,590 6,865 2,000 23.8% 1,857 -0.9%
第11分科会 4,816 4,723 4,756 5,420 1,403 2.8% 1,247 22.0%
第12分科会 6,890 6,780 7,369 7,038 2,081 14.1% 1,721 -4.9%

- 埼玉県計 84,591 89,007 88,736 96,808 27,605 24.9% 22,940 -1.4%

第１分科会 さいたま市 （旧浦和市、与野市）
第２分科会 さいたま市 （旧大宮市）
第３分科会 川越市、坂戸市、鶴ヶ島市等
第４分科会 所沢市、狭山市、入間市
第５分科会 朝霞市、志木市、新座市、和光市、富士見市、上福岡市等
第６分科会 川口市、戸田市、蕨市、鳩ヶ谷市
第７分科会 草加市、越谷市等
第８分科会 上尾市、鴻巣市等
第９分科会 熊谷市、本庄市等
第１０分科会 岩槻市、春日部市、幸手市等
第１１分科会 行田市、羽生市、加須市、久喜市等
第１２分科会 飯能市、東松山市、秩父市等
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期比
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埼玉県不動産鑑定士協会では、平成１０年以降毎年の土地取引件数を調べている。最近

のデータを示した （５ページ参照）全県のデータは、年間８万件台を示してきたが、１。

５年に９万７千件近くの取引量となり、バブル期の取引件数に近づいた。 － 年の３12 14
年間平均と１５年を比較すると全県では１０．７％の増加である。第６の＋ ％を筆23.7

22.6 15.7 13.7 12.7 12.3頭に 第８ ＋ ％ 第５ ＋ ％ 第１１ ＋ ％ 第３ ＋ ％ 第４ ＋、 （ ） （ ） （ ） （ ） （

） 。 、 、 。％ と続く １６年のデータは まだ一部であるが １－３月期は明らかに増加している

土地の取引は、例年３月と１２月に増加する。決算や相続対策をするために増加するのだ

と思うが、そのために税制や景気によって３月の取引は波があるようだ。それを考慮する

と、１６年の取引は前年１５年並みになるのではないだろうか。そうだとしても１４年か

らは大きく増加し、土地取引量は大きいと言うべきであろう。

埼玉県不動産鑑定士協会では、取引当事者にアンケート調査を行っている。アンケート

の回答データの一部は地価公示等の事例カードとして作成、利用されている。

取引データの内、まず市街化区域のデータを抽出した。そのうち、取引の指標としても

っとも規範性を有すると考えられる宅地性のある取引（建物があるか地目が宅地であるも

） 、 。の のうち 一般ユーザーが購入するであろう地積８０～３００㎡のものに限定してみた

（８ページ参照）

各分科会とも下落を示しているが、５年間の下落率を見ると、県南の２４％に対し県北

（第９から第１２分科会）は３１％と下落率に差がある。しかし、県北でも第９分科会は

下落率１０％そこそこであり、県内の分科会でも最も下落率が小さい。もともと平均価格

が１３万円と低位であったことが下落を大きくしていない。第９分科会は本庄熊谷地区、

東京への通勤限界に近いことが大きな理由であると考えられる。県北で下落率が大きいの

、 、 。は 第１０と第１２分科会であり この２つの分科会が下落をリードしていることになる

県南の８分科会の内では、下落率の小さいグループ（第１，第２，第６）と下落率が大

きいグループ（第３，第４，第５，第７，第８）に分かれる。

第２、第６と第９は１６年の価格が１５年の価格を上回り、横ばい基調に変化している

と見られる。先ほどの取引件数の伸びが県北に大きく見られることを総合すると、価格の

安いところに取引が増えているとも言える。ところが取引量の増加は、価格の上昇をもた

らさないということになり、需要を上回る供給があったことが分かる。

、 。（ ）県内の主要都市について ８０－３００㎡の建付地の集計をしてみた ９ページ参照

浦和、大宮、川口、朝霞、和光の各市は、ほぼ横ばい基調に変わってきているようだ。

先ほどの人口を含めた都市間競争データで上位に上がっていた市である。また川越、所沢

の下落が注目されたので、事例の中身を見ると、川越で１件、所沢で３件の底地取引が判

明した。一方、熊谷深谷は価格が上昇している。熊谷市筑波の建付地取引があったためで
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あり、それを除外したら１２６，９０４円になった。ほぼ１５年並み横ばいと言っていい

と考えられる。

建付地宅地 市街化区域(80-300㎡） （円／㎡）

１１年 １２年 １３年 １４年 １５年 １６年 16年／11年
県南 287,215 269,016 255,878 234,750 224,697 217,646 -24.2%
県北 171,921 167,001 151,838 141,592 127,732 118,425 -31.1%
第１（旧浦和） 324,592 308,575 299,587 279,235 269,749 262,468 -19.1%
第２（旧大宮） 299,698 293,698 267,982 241,283 240,071 246,568 -17.7%
第３（旧川越） 264,902 231,305 229,071 217,476 210,730 194,837 -26.4%
第４（旧所沢） 273,307 258,016 242,547 216,169 210,375 191,686 -29.9%
第５（旧朝霞） 326,993 278,178 275,930 251,900 243,365 232,547 -28.9%
第６（旧川口） 300,635 280,688 270,993 254,239 243,183 246,673 -17.9%
第７（旧越谷） 258,081 258,558 236,641 221,559 207,329 196,683 -23.8%
第８（旧上尾） 228,706 218,537 195,565 186,555 178,676 162,894 -28.8%
第９（旧本熊） 130,625 118,581 121,650 127,548 106,242 116,333 -10.9%
第１０（旧春日部） 200,757 194,070 175,261 157,097 141,569 126,861 -36.8%
第１１（旧行田） 161,532 165,297 142,147 134,589 128,710 115,507 -28.5%
第１２（旧飯秩松） 176,799 159,524 144,957 130,689 120,272 112,900 -36.1%
件数
県南 3,364 3,673 2,730 3,096 3,663 880
県北 1,007 1,175 797 925 884 236
第１ 545 504 398 413 396 106
第２ 295 337 245 287 219 97
第３ 305 290 214 322 293 120
第４ 432 443 299 308 289 88
第５ 445 512 352 372 431 161
第６ 472 547 425 421 883 85
第７ 532 724 583 667 539 143
第８ 338 316 214 306 610 80
第９ 208 208 157 180 181 42
第１０ 366 445 320 376 335 70

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

１
１
年
１
２
年
１
３
年
１
４
年
１
５
年
１
６
年

県南

県北

第１（旧浦和）

第２（旧大宮）

第３（旧川越）

第４（旧所沢）

第５（旧朝霞）

第６（旧川口）

第７（旧越谷）

第８（旧上尾）

第９（旧本熊）

第１０（旧春日部）

第１１（旧行田）

第１２（旧飯秩松）



- 8 -

士協会のデータは、大字区分によって都市計画区域を分類している。そのため市街化と

調整区域にまたがる大字は 市調混在 として扱った 今回の調区内取引事例からは 市「 」 。 、「

調混在」は除外し、純然たる「調区」の取引だけを集計してみた。

最近の大きな変化は、都市計画法改正に伴う県条例の施行（平成１５年６月施行）であ

る。首都圏４０キロ圏から７０キロ圏の市町村において都市計画法３４条８号の３の地域

指定がなされた。既存宅地制度の廃止という開発抑制と、準市街化区域の拡大ともいうべ

き規制緩和である。

市街化区域建込価格価格平均

１１年 １２年 １３年 １４年 １５年 １６年
16年／
11年

浦和市 324,592 308,974 299,587 278,499 269,483 262,468 -19.1%
大宮市 293,836 284,585 265,058 236,852 229,859 246,568 -16.1%
川口市 302,642 272,481 264,611 254,958 242,427 248,723 -17.8%
川越市 287,705 251,773 257,880 233,778 240,523 217,106 -24.5%
所沢市 299,751 289,623 274,580 237,555 242,389 199,560 -33.4%
草加、越谷272,844 263,902 246,704 231,408 212,406 207,831 -23.8%
熊谷、深谷145,417 129,649 128,369 135,585 119,013 150,560 3.5%
朝霞、和光329,727 310,482 314,196 283,508 251,656 255,500 -22.5%
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調整区域内取引の内、建付地宅地（建物があるか、地目が宅地のもの）の取引を集計し

た （表４参照）。

１５年の取引はその前３年間の取引から軒並み下がっている。しかし、１６年上期の取

引は、さらに下落を示している。

このことは県南よりも県北に著しい。

調 区 内 全 取 引 建 付 地 ３ ０ ０ ～ ２ ０ ０ ０ ㎡ （円 ／ ㎡ ）

１ １ － １ ４ 年 １ ５ 年 変 動 率 １ ６ 年 上 期 変 動 率

県 南 7 1 ,7 4 5 5 2 ,7 2 1 - 2 6 .5 % 5 2 ,4 3 0 - 0 .6 %

県 北 4 4 ,6 6 8 2 9 ,4 9 5 - 3 4 .0 % 3 6 ,5 3 8 2 3 .9 %

第 １ （ 旧 浦 和 ） 7 5 ,6 8 7 6 4 ,6 5 9 - 1 4 .6 % 5 9 ,6 2 8 - 7 .8 %

第 ２ （ 旧 大 宮 ） 9 4 ,8 6 7 5 8 ,5 1 7 - 3 8 .3 % 5 9 ,3 0 9 1 .4 %

第 ３ （ 旧 川 越 ） 6 0 ,4 3 0 4 4 ,9 8 1 - 2 5 .6 % 6 1 ,4 5 6 3 6 .6 %

第 ４ （ 旧 所 沢 ） 7 0 ,9 6 5 5 4 ,7 1 2 - 2 2 .9 % 3 6 ,9 2 0 - 3 2 .5 %

第 ５ （ 旧 朝 霞 ） 7 6 ,3 4 3 6 4 ,8 9 1 - 1 5 .0 % 3 2 ,1 5 6 - 5 0 .4 %

第 ６ （ 旧 川 口 ） 1 3 2 ,0 5 8 8 3 ,7 3 2 - 3 6 .6 % - －

第 ７ （ 旧 越 谷 ） 7 4 ,3 6 9 5 0 ,3 5 7 - 3 2 .3 % 5 9 ,1 4 1 1 7 .4 %

第 ８ （ 旧 上 尾 ） 5 9 ,8 9 2 4 2 ,5 3 6 - 2 9 .0 % 4 3 ,0 3 6 1 .2 %

第 ９ （ 旧 本 熊 ） 4 5 ,4 7 2 3 0 ,7 5 0 - 3 2 .4 % 3 2 ,3 0 0 5 .0 %

第 １ ０ （ 旧 春 日 部 ） 4 8 ,6 1 5 3 6 ,4 5 5 - 0 .8 % 5 2 ,2 1 7 4 3 .2 %

第 １ １ （ 旧 行 田 ） 3 6 ,7 4 7 1 8 ,1 0 6 - 6 1 .0 % 2 1 ,8 0 5 2 0 .4 %

第 １ ２ （ 旧 飯 秩 松 ） 4 6 ,4 0 2 2 9 ,5 9 7 - 3 6 .2 % 4 0 ,7 8 5 3 7 .8 %
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土地についての需要と供給はどうなっているのか考えてみる。

子供が少なくなってきた。女の人が一生の内に産む子供の数は平均で 人くらいに1.29
。 、 。 、なってしまいました 晩婚化が進み 一生独身を続ける人も多くなってきました たとえ

結婚しても、子供が少なく、一人っ子が多くなると長男と長女が結婚することになる。長

男と長女が結婚すると２軒の家の内１軒が余ってくる。家を継ぐ人がいなくなると困る親

は、子供のマイホームを応援してくる。今までの家が若夫婦に住みにくいと考えると、２

世帯住宅に建て替えるように考えます。そこまでしなくても、若夫婦の応援をして、少し

でも家を継ぐように、あわよくば自分の老後の面倒をお願いしたい、親同士が子供夫婦を

取り合う時代にもなってきたのである。

世帯分離の （寄生）する子供が独立しない時代に核家族時代から、パラサイト

女性の生活力、自立が進むと、結婚しない女性の増加

ところで、子供が生まれるときに、男女は同数であるだろうか？実際には男の方が女よ

りも５％多く生まれている。男は走り回るのが好きだから、危ないところにも行く。女は

種族保存のために元々生命力が強い。かつては子供が６才くらいまでの間に、男の方が死

亡率が高かった。その結果、成人する頃には、男女の数が釣り合ってきたのである。

今は医療が進み、大抵の病気、事故なら命を落とすことはなくなった。子供にとって恐

いのは、病気や事故よりも虐待をする変な親かもしれない。元々、多く生まれてきた男の

子がそのまま成長すると、どうなるでしょう。男が余るのである。

それだけでなく、これまでは女性の働き口がなかったために、永久就職（結婚）をしない

と女は食べていくことが出来なかった。そのために、クリスマスケーキと言われる前に、

結婚をしようと焦る女性がいました。しかし、現在では、働く女性は当たり前。専業主婦

の方が珍しくなった。結婚しない女性が増えることは、結婚しない若者が増えることにな

。 、 、 。る その結果どうなるかというと 若者は独立をする必要が無くなり 親の家に居続ける

親の家なら、学生時代と同様に暮らしていられる。食事、洗濯は母親にお願いし、例え小

遣いを貰わないようになっても家に生活費を入れない。自分で稼いできたお金は自分のも

。 、 、のとして使う ３０才くらいになっても 生活の費用の面倒を親に頼っているこども達を

寄生虫のようだということから、パラサイト族と言われることになった。

この若者達は、不動産を買うことはない。需要が減るのは当たり前なのである。

と、 の増加がキーワード独立しない男 結婚しない女

、 。 、 、この５年間 超低金利が続いている 外国では ７から８％の定期預金が当たり前だが

今の日本では年、わずかに０．０３％。ほとんどゼロに近い数字である。年金と退職金の

金利で生活することを当てにしてきた人たちには、とんでもない時代となった。かつて、

１億円の預金を持っていれば、毎年７００から８００万円のお金を使うことが出来た。海

外旅行をして、リッチな気分にもなれたのである。今では１億円の預金を持っていても、

年間３万円くらいしか利息が付かない。毎月ではわずか２５００円。小学生のお小遣いに

しかならない金額では、お米も買えなくなる老人がたくさんいるようになったのである。
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住宅金融公庫の原則金利はいくらだか分かるだろうか？本来は年５．５％で貸すことに

なっている。

元々、公定歩合が６％くらいの時代には、住宅金融公庫にお金を回すと、公定歩合以下

の金利しかもらえないために、国は赤字分を財政補填していた。その後、金利が低下して

きて、今、３％以下になっている方が異常なのである。貸付金利が低いから、高くならな

いうちに買った方が得だ、買え買えといって煽ったのが、バブル崩壊後のマンションブー

ムである。このブームで増えた取得層は、独身と親の援助を受けた若夫婦達。彼らは、ア

パートや賃貸マンションの支払額以下のローン返済額でマンションを買えるからと煽られ

て買ったのである。将来の顧客層が低金利という餌によって無理矢理呼び込まれた。将来

の需要を先食いしてしまったのが、マンションブームなのである。この反動は必ず来る。

低金利の問題はまだある。年間１５０万円の返済額ならいくら買えるだろうか？月払い

額１２万５千円、ボーナス併用なら毎月は６万２千５百円の返済額。

年２．５５％、３５年間の返済なら ３１４４万円

年３％になると ２９６５万円 ２００万円くらい減る

本来の５．５％だと ２２０１万円である

２．５％から５．５％になると、借入額が 万円近く、３０％も減ってしまう。1000
今は歴史的にも異常な低金利の時代である。これからは必ず、金利が上がることになる。

金利が上がると返済額が同じなら、借りられる額が低くなってしまう。今現在３５００万

円のマンションを買える人は、年５．５％の金利になると、２５００万円のマンションを

やっと買えるにすぎない。物件を買える層の人が少なくなるのは当たり前のことなのだ。

低金利で買いをあおり、需要を先食いしたツケがこれから現れる。これが需要が減ると思

われる２番目の理由である。

今までの時代はアパートの質が良くなかった。大家は店子に長くいられると家賃が上がら

ない（法定更新制度と正当事由制度の弊害）から、子供が大きくなると生活できないよう

な しか作らない。独り者の年寄りを住まわせると、長くいるだけで家賃は小さな２DK
上がらない。追い出すこともできない。その上、そこで死なれると葬式の世話までしなけ

ればならない。だから独り身の老人は住むところがない。

今までのマイホーム作戦は を確保して安心するためのもの。自、将来の終の棲家
分が老人になってから追い出されない家を確保することがマイホーム作戦であった。逆に

言えば、老人が安心して住む家があるのならマイホーム需要は小さくなるともいえる。貸

す方にも良いことがある。老人たちは大事に家を使う。収入が年金しかない反面、家賃を

溜めることもしない。低成長の時代に合った借り手は安定的な老人たちである。高度成長

の時代には新しいお客に高く貸す方がよい。借りる方も次の段階の住まいに代わっていき

たい。高度成長の時代は変化が求められましたが、低成長になると変化はしない。むしろ

安定的になる方が求められてくる。

、 。 、長生きすると これからどれだけお金がかかるか不安になる 老人はお金を持ってるが

いつまで生きるか分からない。明日かも知れないが、きんさん、ぎんさんのように長生き

するかも知れない。長生きできたときに手持ちの金が足りなくなっては困る。最後の時に

お金が無くて周りの人に迷惑をかけたくない、というのが老人の本音である。使うわけに

は行かないお金をいっぱい持っている老人が多いのだ。住む家の心配がないのなら、マイ

ホームに回すお金を貯金しておく方がよいと思う人がこれから増えてくる。将来のことが

不安だからお金を使わない人が増えている。その上、将来の増税や介護保険料を考えたら
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余計不安が増してくる。お金を持って賃貸を選択する老人が多くなるのである。

定期借家権の導入は、大家に得な面がある。

①空いている持ち家を貸しても将来帰ってくることが確実

（マンションや戸建て住宅を貸す人が増える）

②老人の方が大事に使ってくれる

③家賃安くしないといけないが、その間賃料減額請求をされない

④店子も居続けたいなら、良い借家人でいるから、 できる借家人を選別

定期借家権の対象は、空いている（遊んでいる）家であって、わざわざ定期借家用に作る

ことはない。定期借家は、これまでの法人限定の感覚の延長ではないか？

、 、 、 。老人世帯こそ マンション利用が便利 鍵一つで外出できる 夜の戸締まりも不安がない

買い物に便利、コンビニは戸建て住宅地にはない。駅の近くか街道沿いでしかない。老人

にはわざわざ車に乗って買い物に出かけるのは億劫。

マイホームを買う層が減るのには定期借家権制度もそうだが、定期借地権もその傾向を

増やす。

これからの時代は を今現在利用することを目的として、不動産の資産価値を最重空間
要視しない。便利さを買う人たちであり、一般的な人は定期借家権制度でバリエーション

の増えた家を選んで住むようになる。便利なのは賃貸マンションに人気が集まるだろう。

老人には気が楽だから。

しかし、長く住んで、住宅を自分が使いやすいように改造したい人だけは依然として戸

建て住宅を使わざるを得ない。その人たちは建物を自分のものにしないと勝手にできない

から、持ち家または定期借地権付き住宅を選択するしかない。

、 （ 、戸建て住宅を買う人には 戸建てでなければならない趣味やこだわり 音楽鑑賞の地下室

盆栽のための庭 。それを徹底すると、建売住宅では難しい。土地を買って注文住宅にす）

るしかないのだ。定期借家権の導入は、高齢者も住む家の心配をしないで住むことができ

そうだ。そうすると、大きな借金をしてマイホームを買う必要がない。高齢になってから

の安心材は手持ちのお金 、自由なお金を手元に持っていることができるように定期借家。

権住宅を使う人が増えてくれば、住宅需要は減ってしまう、増えるわけがない。

デフレ経済の時代には借金の額面は変わらず、資産の価値だけが下がる。すると、こ

れまで頭金になっていた中古住宅が頭金になるどころか、お荷物になってしまった。かつ

ては、ステップアップして買い換えをしていく人が当たり前であった。しかし、バブルの

時に購入した一般的なサラリーマンは、建物の価値がほとんど無くなる時期、そしてロー

ンの残高がある程度減るまでは買い換えをすることができない。バブル後に公庫が導入し

たステップ返済システム（最初の内は返済額を７０年返済で計算して、後から余計払うシ

ステム）によって支払い債務だけが大きく残った。借りた人は全く動けなくなっている。

ローン破産をするか、どこかのゼネコンのように債権放棄をして欲しいと投げやりになっ

てしまう。日本人のモラル低下が気になる問題である。

モラルの点はともかく、政府の行った税制改正、ローン減税と債務の繰り越し制度は余裕

のある人だけが、利用できた。その結果、都内のマンションだけに人気が集中した。最近
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ではまた億ションの話も出てきた。需要減少の４番目は地価下落によって買い換えが出来

ない人が多くなっていることである。

東京の地価が下がった。東京の土地が安く買えるのなら、便利な都内に済む方が良いと考

えるのは当たり前のことである。通勤時間３０分で住めるのなら便利なマンションを買い

たい。リストラによって、企業が持っていた社宅用地などが、供給された。都内の良い土

地にマンションが増えたのだ。江東区や港区の海岸よりの地域は、工場や倉庫が売却され

マンションラッシュとなった。小学校の不足が予想される江東区はマンションを拒否する

方針を出した。都心回帰によって、これまでの郊外から需要が減ってしまった。都心回帰

が５番目の需要減少要因である。

平成１８年４月から時価主義会計が導入される。上場会社を始めとして大手企業は、資

産の内価値の下がった不動産を時価で評価し直す必要がある。帳簿上膨らんだ価値を現在

の時価に置き直すことで会社の価値を適切に公表すべきと言うことだが、これは資産の保

有リスクを考えると資産は保有から利用すべきものとして変化してくることになる。各企

業は、必要最小限のものしか保有しない。できるだけ賃借によって身軽にするだろう。長

期の利用を確保するために保有しなければならないものもファンドを利用して企業の会計

から外に出すことになるだろう。多くの企業が本社ビルもファンドに売って、自らはリー

スをして利用している。これからは工業団地の分譲は難しくなるだろう。企業誘致は所有

権の売却、定期借地権導入に次いで、ファンドが購入、企業がリースする方法も検討対象

とすべきだろう。

次に土地価格が上がらない供給側の要因を考える

バブル崩壊後、労働単価の低さに惹かれて多くの企業が東南アジア、そしてここ数年は

中国に移転していった。さらに最近は人口１３億人が需要者となってきたため中国は大き

な市場としてとらえられている。企業の持つ土地が未利用地になることを受けて国内産業

の空洞化を懸念する論調があったが、現実にはそうではなかった。中国に進出した企業の

土地も含めて全アジアを考えると、これまでの工場が中国に行っただけであり、生産性の

低い工場が少し遠くに行ったに過ぎない。むしろ工場という低生産性の土地をマンション

や商業用途に転換することでその土地の生産性を高めることになってくる。新たな土地が

生まれたとも言えるわけであり、土地を輸入したと言うこともあながち間違いではない。

都内の工場がマンションになったのは新規の供給増であり、県内でも工場跡地がマンショ

ンやスーパーに転換している。これも供給増の一因である。

市街化の内の内３分の２が宅地並み課税を選んだ。生産緑地を選んでおいても、公共

買収の時には他の市街化農地と同様にされるし、農家の後継者がいないときには、宅地に

することが許される。もっと、生産緑地を選ぶと思ったが、すぐに換金できる可能性を持

ちたかったんであろう。かなりの人が宅地化、宅地並み課税を選んだ。これらの土地は、
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いずれ固定資産税が高くなる。今のところは毎年１割くらいしか上がらない。中には１０

、 。０分の一くらいに安かった土地もあったのだから まだ追いついていない土地が多いはず

３年前、２００１年３月に最高裁でおもしろい判決が出た。東京で固定資産税の方が小作

料よりも高いときに小作料を上げて良いかどうかということについての判決である。小作

料というものは田圃なら、米３俵分とか、せいぜい１反数万円にしかならない。しかし、

固定資産税の市街化宅地並み課税をされた農地は、周辺のビル用地と同じような課税にな

りつつある。そうすると、小作料を固定資産税が上回るのは時間の問題である。小作料を

低くしておく必要は、市街化区域ではないはず。効率的な利用をさせるようにするのも固

定資産税の効果であるから、非効率的な農地のまま、市街化区域の土地を利用しているの

はおかしいと考えるのは当然のような気がする。

最高裁判決の問題になったのは、小作料が年額２万３千円。地主は生産緑地の指定を受

けようとしたが、小作人は将来の離作料が減るのをおそれ、同意しなかった。その結果、

固定資産税は１２万５千円。地主が小作料の増額を要求した事件である。最高裁は固定資

産税を下げるようにはできないが、農地を商品とは見ない農地法の考え方を重視し、地代

増額は認めなかった。ただし、不利益を受ける地主には賃貸借の解除を認める正当事由が

あり、離作料も農地としての収益を基にした計算となると指摘した。

現在の経済情勢では、市街化農地は宅地化されていく。まずはアパートが増える。相続

があると物納をされ、その後国が売却をして宅地になっていく。宅地は増えていくであろ

う。

区画整理事業の保留地が売れない。東上沿線でも、坂戸、鶴ヶ島、東松山、越生、都心

から４０㎞圏はほとんど全滅に近い状態である。この中にはゼネコンのフジタが主になっ

ている組合もある。保留地の売却収入が入らなければ、事業採算がたたなくなる。これか

ら問題が膨らむこともあり得るだろう。

が増えていること

利用しない土地は要らない。利用するべき土地は借りた方がよい。経費を削減するた

めにまだ土地は出てくるだろう。収支が悪化した企業でなくても、前記の時価主義会計を

受けて、早めに身軽になっておこうとするのは必然である。

イ、都市計画法の３４条８号の３の区域に指定されると、３００平米以上という制限はあ

るが、宅地でない農地や雑種地にも家を建てることができるようになった。これまで売り

にくかった土地が売れるようになるのだから、売りたい人が増えてくる。兼業農家のほと

んどは機会があれば土地を売ってお金に換えたい。土地神話のなくなった今では土地はお

荷物でしかないのが本音である。

既存宅地を廃止ロ、

国内の中では３県を除くと調整区域内の既存宅地制度で家が建てられたのは市街化区域

の隣接地域だけであった。そもそもは市街化区域から くらいまでしか隣接とは言わ500m
なかった。３県の中に入る埼玉県では、５０戸連坦の地域を無限に広げてあり、市街化区
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域からかなり離れた調整区域でも既存宅地を認めていたのである。既存宅地になると、用

途の制限がない。工場でも、パチンコ屋でもできる。川越市で言えば、市街化区域から３

キロ以上離れた地域でも昭和４５年以前から宅地であったものは既存宅地にされた。今度

の改正では、原則として調整区域内の土地は開発できない。しかし、市町村が（地域の人

が）認める方法だけは許可しようとするものが今回の改正。既存宅地だけ何でもあり、の

制度を、８号の３に含んだ地域の土地は宅地でなくても用途制限に合えば良いことにしよ

うというもの。その地域の宅地以外の土地が宅地化できるようになる。だから宅地よりも

宅地以外の地目に影響の多い制度である。そういう点では、県南の地域よりも、過疎化の

進んで企業誘致をしたい市町村、流通業を引っ張りたいような北部の地域に期待されてい

る。もっとも、既存宅地は開発ができたのに、これからは、宅地だからといって開発がで

きるわけではなく、開発条件に合致すれば畑でも家が建ち、宅地でも１０００㎡の土地に

は１軒しか家が建てないことになる。８号の３の区域に指定することは、周辺の宅地の希

少性が下がることにもなる。その点は供給増になるから、土地価格だけを見ると元々の市

街化区域は価格が下がり、８号の３区域内の宅地以外の土地は上がると言うべきだろう。
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平成１３年５月に改正都市計画法が施行され、市街化調整区域における立地規準（都市

計画法第３４条８号の３，８号の４等）が新たに追加された。これにより、自治体におい

ても開発許可に関する条例を制定することができるようになった。

これを受けて、埼玉県では都計法３４条８号の３に基づく条例「埼玉県都市計画法に基

づく開発許可等の規準に関する条例」を制定し、平成１４年４月１日から施行した。

さらに、これまで開発審査会の基準として運用してきた分家住宅などの規準を見直し、県

条例の改正施行した。これにより、市町村の申し出により市町村の土地利用計画に位置づ

けられた区域と用途を県が指定することで、産業系施設を立地することが可能になる規準

（県資料から抜粋）などが新設された。

ここでは、県条例の研修ではないため、詳細な説明は省きたい。私なりに概括的な説明

をすれば、①既存宅地というオールマイティの宅地制度を廃止し、②既存集落内の現状を

維持すること、③市町村当局の意向によって、開発を誘導することができるようにしたと

いえる。

既存宅地は、線引き前の既得権を守るために特権を認めたものであるから、調整区域の

中にぽつんとパチンコ店ができてもかまわない、というのがこれまでの現状であった。既

存宅地であれば、宅地分譲も可能であったとも言える。

一方、既存集落地域の指定（３４条８号の４集落指定）は、これまでの５０戸連坦区域

、 。を図面上で示し この区域内であれば分家住宅や１号店舗の制限を緩和しようと言うもの

さらに、これまで画地規模の上限を５００㎡にするなど、上限規定を示してきたが、８号

の３区域の最低地積３００㎡など、上限ではなく下限の地積を示し、希望すれば、３００

０㎡の店舗用地もできないわけではなくなった。もっとも現実的には、宅地としての固定

資産課税がされるために、駐車場部分は雑種地としての申請になるだろう。

さらに、市町村の意向を重視するものとして、産業誘致のための区域指定を設けた（３

４条８号の４区域）

最後に注目すべきは、準市街化区域といっても良い３４条８号の３区域である。地積３

００㎡以上という下限はあるものの、地目が宅地以外の土地を宅地化できる制度の導入で

ある。これによって、地域の取引動向が大きく変わる可能性が出てきた。
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地区のイメージ

C
商業 工業

施設誘致地区

８号の３指定地区

A

B
既存集落地域

商業 工業 ８号の３指定地区

施設誘致地区

既存集落地域

C B A
地点 は８号の３区域と既存集落地域の両方に含まれている。その結果８号の３としてA
許可されるものと既存集落地域内に許可される用途を所有者が選択することが可能であ

る。

。 。地点 は既存集落内である これまでの土地利用を選定に分家住宅等も規制緩和されたB
地点 は共生区域内であって、既存集落地域には入っていない。自己用に限り例外的にC
利用可能である。
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平成１５年６月施行の県条例によって、県内の調整区域内の土地は３つに分かれること

になった。

既存宅地制度が廃止されたこと。そのため、これまで既存宅地の特典でもあった分譲がで

きなくなった。

準市街化区域とも言うべき８号の３区域の指定をすることが市町村の意向によりできるよ

うになった。その結果、８号の３の規定により、調整区域内の雑種地、畑であっても建物

敷地とできる区域が生まれた。県条例によって、地積３００平米以上という制限があるも

のの、地目が宅地でない土地に、他の開発要件に該当しない一般人でも建築が可能となっ

たのである。

①県条例施行区域外

②県条例施行区域内で８号の３指定をした区域

③県条例施行区域内で８号の３指定がない区域

①はこれまで通りの開発基準を続ける市であり、さいたま市、川越市、所沢市等委任市

が独自の条例によって、開発審査会を設けて、従来通りの宅地開発も認めることとした。

県南の多くの都市がこれにあたる。

②は人口減に歯止めをかけようと、首都圏の４０から８０キロ圏にまたがる。

②は①②以外の市町村である。

この結果、土地利用の需給関係はつぎのように変化したと考えられる。

①の従来通りとする市町村では、これまでの需給関係はあまり変わらない。隣接市町村の

動向によって一部の地域で需要が低迷すると考えられる。

②の８号の３施行区域では、既存宅地制度の廃止によって、宅地分譲ができず、１０００

㎡の農家住宅の跡地も１軒の住宅のみ認められることになる。宅地開発業者は素地として

購入するメリットがなくなる。総額がかさむことから、単価は必然的に下落するだろう。

需要はその分低下することは間違いない。また、宅地以外の地目（雑種地、畑等）であっ

ても住宅敷地として開発が可能になる。宅地開発業者は、予算にあった土地を求めて、宅

地以外の土地取得に動くだろう。一方、土地所有者の多くは土地神話の崩壊後は、農地を

保有する動機がなく、はこれまで売りにくかった畑等が売却できるようになったため、少

しくらい高く売れれば喜んで手放すであろう。このことは供給増の原因である。

したがって、８号の３区域では需要減、供給増となる可能性が高い。

このことを図示化したのが、次のページの図である。

これまで既存宅地は希少性から高い価格を維持してきた。これが、下落して雑種地に近く

なっていく。面積の大きな土地ほど下落が大きい。一方雑種地畑は売れなかった土地が開

発できるようになると価格は上がるだろう。売るにも価格がつかなかった畑に価格が着き
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。 、 。出すとも言える 場合によっては 大きな宅地と畑は同水準として取引対象になってくる

③の８号の３区域を持たない市町村は、既存宅地制度の廃止によって宅地分譲ができなく

なり、その分需要減ではある。しかし、２０年以上居住者の分家を認める、店舗等開発要

件を市場実勢に委ねるなどの緩和条件もあり、大きく変化はしないであろう。

都市計画法 ３４条８号の３

県条例施行前 施行区域

価格

↑

高 既存宅地

既存宅地制度の廃止

宅地

価格は下落 条件が良ければ宅

地並みに売買できる

雑種地

８号の３区域は開発可能

雑種地 畑

以前と違い売却が可能

８号の３区域は開発可能

低 畑

↓

既存宅地制度が廃止になったため、既存宅地の希少性がなくなった

→ 宅地への需要減少 → 宅地価格の下落

雑種地等宅地以外の地目でも条件により開発可能

→ 雑種地等に需要が出てくる

→ これまで売れなかった土地（雑種地等）も売買対象になる

→ 雑種地等の価格が現れる これまでの宅地よりも安ければ需要がある

→ 雑種地等の供給増
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調整区域内の需要は無限ではない

一方調整区域内で、売りたい雑種地、畑はかなりある（供給は多数）

→ 需給は緩んだままであり、価格圧力は下げる方向に働く

→ 最終的に、畑の売りたい価格（農地価格プラスα）が８号の３区域の取

引実勢になってくる。そのため、宅地価格は下落が明らかとなる。

今回、地価動向を注目すべきは３４条８号の３の施行区域を持つ市町村であろう。

具体的には県内の中部、北部地域の市町村である。

既存集落の大半 既存集落の一部

第３分科会 －－ 坂戸市、鶴ヶ島市

第８分科会 －－ 伊奈町

第９分科会 大里町、江南町、妻沼町 －－

岡部町、川本町、南河原村

第１０分科会 幸手市、杉戸町 庄和町

第１１分科会 加須市、羽生市、騎西町 行田市、川里町

大利根町、栗橋町、鷲宮町

第１２分科会 日高市、毛呂山町、越生町、 －－

嵐山町、鳩山町

（旧宅造法等によって開発された既存住宅団地は除外した）

国土利用計画法に基づく概況調査から土地取引件数の推移を見た。ここでは、市街化、

調区を含む全ての土地取引を対象とした。１２年から１４年の３年間と比べて、１５年の

取引件数は埼玉県の合計で約１０％の増加となっている。景気の回復を受けて１５年の取

引は増加したと言ってよいだろう。

これに対して、８号の３施行市町村は、バラツキが出ている。

岡部町、江南町、大利根町、坂戸市、嵐山町、日高市、行田市、鳩山町、越生町、川本

町、毛呂山町

鶴ヶ島市

鷲宮町

栗橋町、庄和町、大里町、幸手市、杉戸町、羽生市、加須市、妻沼町、騎西町、川里町

おおむね、増加傾向が見える、第３，第９，第１２分科会、

減少傾向にある、第１０，第１１分科会といえるだろうか。

以上は、市街化区域も含めたデータである。
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１２年 １３年 １４年 １５年
１５年／３
年平均

埼玉県計 84591 89007 88736 96808 10.7%
坂戸市 1150 1178 1326 1446 18.7%
鶴ヶ島市 873 795 942 938 7.8%
日高市 658 688 580 752 17.1%
毛呂山町 498 503 509 572 13.6%
越生町 176 219 200 228 15.0%
鳩山町 152 182 169 194 15.7%
嵐山町 307 221 284 320 18.2%

大里町 162 96 144 107 -20.1%
江南町 185 137 181 202 20.5%
妻沼町 247 178 236 210 -4.7%
岡部町 96 64 111 114 26.2%
川本町 121 154 123 152 14.6%
南河原村 55 102 44 53 -20.9%

幸手市 557 480 456 431 -13.4%
杉戸町 493 519 524 462 -9.8%
庄和町 490 473 455 364 -23.0%

加須市 622 674 741 644 -5.2%
羽生市 542 476 447 441 -9.7%
騎西町 264 317 272 273 -4.0%
大利根町 209 366 247 326 19.0%
栗橋町 562 263 489 313 -28.5%
鷲宮町 325 333 274 318 2.4%
行田市 768 820 805 934 17.1%
川里町 170 169 86 138 -2.6%
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次に 士協会のアンケート事業での回答データは、市街化と調整区域の区分をしてある。

１４年から１５年にかけての２年間について、８号の３区域とそれ以外の件数推移を見

たのが次の表である。ただし、市街化区分は大字ごとに行ったため、市街化と調区の両方

にまたがる大字は「市調混在」とし 「調区」と区別した。ここでは 「調区」のデータ、 、

のみを採用することとした。いわば、純粋に調区であるものだけの集計である。

、 。これを見ると ８号の３の区域において取引件数が増えているようには見受けられない

むしろ、１５年下期には「８号の３区域」の取引が減少し、逆に「８号の３区域でない地

域」の取引が増えているように見受けられる。

１２分科会のみ８号の３区域の取引が増加している。１２分科会の８号の３区域は、後

述するように東京に比較的近い日高市、毛呂山町を含んでいる。両市町は調整区域のほぼ

全域を８号の３区域としているため、対象エリアが広いことが挙げられる。そのため取引

数量が増加しているのではないだろうか。

調 区 内 土 地 取 引 件 数 推 移

調 区 は 大 字 ご と に 区 分 し 、 市 街 化 と の 混 在 を 除 外 し た

１ ４ 年 上 期 １ ４ 年 下 期 １ ５ 年 上 期 １ ５ 年 下 期

第 ３ 分 科 会 ８ 号 の ３ 1 0 1 3 0 0 1 9 8 1 5 5

第 ３ 分 科 会 上 記 以 外 1 7 9 1 9 6 2 1 1 3 7 3

第 ９ 分 科 会 ８ 号 の ３ 1 3 2 1 5 2 1 6 1 1 5 1

第 ９ 分 科 会 上 記 以 外 2 6 6 2 6 3 2 4 8 2 2 4

第 1 0 分 科 会 ８ 号 の 3 1 3 2 1 6 6 1 5 8 1 4 5

第 １ ０ 分 科 会 上 記 以 外 3 8 8 5 0 4 4 5 3 4 5 9

第 1 1 分 科 会 ８ 号 の 3 2 6 6 2 5 2 2 9 1 2 3 7

第 １ １ 分 科 会 上 記 以 外 1 0 6 1 0 7 8 6 1 1 7

第 1 2 分 科 会 ８ 号 の 3 2 1 0 1 9 0 3 1 4 3 6 4

第 １ ２ 分 科 会 上 記 以 外 2 3 5 2 5 8 3 0 0 2 7 3

８ 号 の ３ 区 域 合 計 8 4 1 1 0 6 0 1 1 2 2 1 0 5 2

上 記 以 外 合 計 1 1 7 4 1 3 2 8 1 2 9 8 1 4 4 6

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1 0 0 0

1 2 0 0

1 4 0 0

1 6 0 0

１
４
年
上
期

１
４
年
下
期

１
５
年
上
期

１
５
年
下
期

第 ３ 分 科 会 ８ 号 の ３

第 ３ 分 科 会 上 記 以 外

第 ９ 分 科 会 ８ 号 の ３

第 ９ 分 科 会 上 記 以 外

第 1 0 分 科 会 ８ 号 の 3

第 １ ０ 分 科 会 上 記 以 外

第 1 1 分 科 会 ８ 号 の 3

第 １ １ 分 科 会 上 記 以 外

第 1 2 分 科 会 ８ 号 の 3

第 １ ２ 分 科 会 上 記 以 外

８ 号 の ３ 区 域 合 計

上 記 以 外 合 計
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調整区域内のデータのうち、市街化区域の取引と競合関係にあると見られる過小宅地の取

引と、逆に市場が限定される２０００平米以上の取引を除外してみた。

最初は調整区域内の全取引のうち３００－２０００㎡の取引である

年間取引比は、１５年取引量／（１１－１４年の平均取引量）－１である。たとえば第

３分科会８号の３区域は１１－１４年２８件であるから年間７件、１５年取引は２２件で

あるから２１４％増（３．１倍）になっている。減少しているのは１１分科会の８号の３

、 。 。区域外のみであり それ以外は増加している とりわけ多いのが第３と第９分科会である

つぎに、建物付きまたは地目が宅地の取引に限定した（畑や雑種地、山林等を除外した）

純然たる農地取引が含まれているのなら、一般ユーザーには関係ないからである。

件数 うち宅地 １５年

１１－
１４年 １５年

年間取
引比

１１－
１４年 １５年

宅地比
率

第３分科会８号の３区域 28 22 214% 26 6 27%
第３分科会上記以外 55 20 45% 50 14 70%
第９分科会８号の３区域 36 11 22% 33 8 73%
第９分科会上記以外 83 42 102% 81 25 60%
第10分科会８号の３区域 47 13 11% 42 7 54%
第10分科会上記以外 99 34 37% 90 23 68%
第11分科会８号の３区域 93 36 55% 90 21 58%
第11分科会上記以外 23 5 -13% 23 1 20%
第12分科会８号の３区域 62 28 81% 56 15 54%
第12分科会上記以外 76 30 58% 73 16 53%

件数 うち宅地 １５年

１１－
１４年 １５年

年間取
引比

１１－１
４年 １５年

宅地比
率

第３分科会８号の３区域 23 9 57% 21 4 44%
第３分科会上記以外 55 15 9% 50 14 93%
第９分科会８号の３区域 36 8 -11% 33 8 100%
第９分科会上記以外 83 26 25% 81 25 96%
第10分科会８号の３区域 47 6 -49% 42 6 100%
第10分科会上記以外 98 24 -2% 90 23 96%
第11分科会８号の３区域 93 22 -5% 90 21 95%
第11分科会上記以外 23 1 -83% 23 1 100%
第12分科会８号の３区域 61 15 -2% 58 15 100%
第12分科会上記以外 75 17 -9% 72 16 94%
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これを見ると、第３分科会では取引が増えているが、第１０，第１１分科会では取引が増

えていない。また第９分科会では８号の３区域の取引が減り、増加のほとんどが８号の３

区域以外のようである。県内では８号の３区域に設定されたことを受けて取引が増加して

いるのではないようである。

このことは、８号の３指定によって、地目宅地以外の取引が増えてくるという予測がま

だ具体化していないことになるだろう。

前項では、土地取引量のデータを見たが、次に取引価格の推移を見る。

士協会では平成１０年から土地取引のアンケート調査をしている。

アンケートの回答の中には、更地でなく建物価格を含んでいるものがある。現場を見てい

ない以上、土地価格と建物価格の配分は不可能であるため、取引総額を土地の地積で除し

た建込価格を持って採用数値とした。

３４条８号の３施行市町村の調整区域内データを抽出し、さらに一般取引の指標とすべ

き地積３００から２０００㎡の取引に限定した。毎年のデータを並べるとデータ量が少な

いため、１４年以前と１５年のデータを比較することとした。

いずれの地域でも下落の傾向が現れているが、第１１分科会の下落が大きいことと、第９

分科会の８号の３区域の下落が小さいのが特徴的である。

第９分科会は旧本庄熊谷分科会である。高崎線の岡部町を除くと都心への通勤は困難で

あろう。県北になればなるほど、都心からの影響が薄れるために、元々取引が低調であっ

たのかもしれない。第９分科会を除く４分科会の平均を見ると、８号の３区域であるか否

かによって取引価格の下落傾向は変わらないことが分かった。

８号の３区域は宅地以外の地目の土地を取得する動きが増えると考えられる。これに伴

い、需要が増えるのだから価格も上がるはずという人がいるが、上記の数値を見ても価格

は上昇しないことが分かった。８号の３区域内は細分化された土地取引が増加するが、そ

れと同時に素地として単価の低い取引も増加する。調区内の標準的画地である農家住宅の

規模は１０００㎡程度であるから、素地としての畑、雑種地と競合関係になるため、価格

は低位にならざるを得ない。宅地以外の地目の取引が増えるのは、価格が安いことを受け

て需要が顕在化するのであり、需要と価格の関係は逆である。８号の３区域内の小規模宅

地取引が多くなりその価格が高いと言って、宅地内の価格が下がっていないというのは、

宅地の規模とその市場を踏まえていないときにのみ通用することである。
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建込価格
１１－１
４年 １５年 変動率

第３分科会８号の３区域 70,424 36,813 -47.7% ５分科会 第９を除く
第３分科会上記以外 58,126 41,304 -28.9% 分科会
第９分科会８号の３区域 35,253 29,277 -17.0%
第９分科会上記以外 50,937 21,224 -58.3% -41.3% -47.4%
第10分科会８号の３区域 38,142 23,363 -38.7%
第10分科会上記以外 53,588 31,165 -41.8% -51.2% -49.5%
第11分科会８号の３区域 31,885 12,016 -62.3%
第11分科会上記以外 56,409 16,509 -70.7%
第12分科会８号の３区域 40,694 24,138 -40.7%
第12分科会上記以外 51,599 22,538 -56.3%

８号の３
区域平均

上記以外
平均
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１６年公示と１６年地価調査の取引事例の内、調整区域内の事例を集計してみた。

対象としたのは、第３，第４，第５分科会と第１２分科会のうち飯能市、入間郡、比企郡

であり、いわゆる荒川右岸流域である。

全事例件数 ６６３事例 平均 ７５４．９８㎡

建込単価 ６７，５２３円／㎡ 土地単価 ５２，１０３円／㎡

また、地積２００㎡以下であったり、市街化区域に隣接した地域では、市街化区域と遜

色のない土地取引も見受けられる。市街化区域との競合関係にある取引である。

そのため、土地の地積が２００㎡未満を除外したのが①である。

①うち地積２００㎡以上 ３７５事例 平均 １２３４．８８㎡,
建込単価 ３５，２２６円／㎡ 土地単価 ３２，５４２円／㎡

また、大きな土地取引は法人限定取引であり、一般的でないかもしれない。そのおそれ

を取り除くために特に大きな取引を除外したのが②である。５事例が除外された。

②うち地積２００㎡以上８０００㎡未満

３７０事例 平均 １０８１．１６㎡,
建込単価 ３５，４４１円／㎡ 土地単価 ３２，６９０円／㎡

次に宅地性のある取引だけをピックアップしたのが③である

建物付きの取引または地目が宅地の取引である。

調整区域内の取引の中には、利用困難な土地（山林、原野、農地等）も含まれている。こ

れらの土地は価格も低いのが当然である。調整区域内の土地取引指標として考えるには、

少なくとも③以降のものを取り上げるべきであろう。

③うち地積２００㎡以上８０００㎡未満 建付地又は宅地

３０４事例 平均 ７８７．０３㎡

建込単価 ５６，７９９円／㎡ 土地単価 ５０，８４２円／㎡

さらに、新しい宅地開発基準である３００㎡以上の宅地等に限定したのが④である。

この中で、県条例の施行区域がほとんどの鶴ヶ島以北と、それ以外に分けてみたのが⑤と

⑥である。
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④うち地積３００㎡以上８０００㎡未満 建付地又は宅地

１０６事例 平均 １１１３．７４㎡ 標準偏差１１１,
建込単価 ４６，６３４円／㎡ 土地単価 ４４，１５６円／㎡

⑤うち地積３００㎡以上８０００㎡未満 建付地又は宅地 鶴ヶ島以北（※１）

６５事例 平均 １０８１．９７㎡,
建込単価 ３７，５７４円／㎡ 土地単価 ３７，５４３円／㎡

⑥うち地積３００㎡以上８０００㎡未満 建付地又は宅地 川越以南（※２）

４１事例 平均 １１６４．１０㎡,
建込単価 ６０，９９７円／㎡ 土地単価 ５４，６４１円／㎡

⑤は鶴ヶ島から小川町までの東上線本線と越生線を含むエリアであり、単価の高い鶴ヶ

島市や東松山市を考慮するとそれ以外の町では３５０００円以下であることが分かる。

取引時点による分類も試みた。

建込価格単価４７，５３３円から３割下落し３万２千円台になっている。

単純に考えれば、１５年と１６年では三割以上の下落である。

１６年の事例が数少ないためにこのまま直接下落の程度を考えるのは問題があるが、下落

していることは間違いない。

⑦うち地積３００㎡以上８０００㎡未満 建付地又は宅地

１５年事例 ９３事例 平均１１７３．８７㎡

建込単価 ４７，５３３円／㎡ 土地単価 ３７，８６３円／㎡

１６年事例 ９事例 平均７２０．９０㎡

建込単価 ３２，８８４円／㎡ 土地単価 ３０，２００円／㎡

、 。地積が大きいものを除外して３００～２０００㎡に限定しても 傾向は変わらなかった

、 、 。鶴ヶ島以北では ３万円台の取引であり 県南の６万円台とは大きく差がある事が分かる

地積３００～２０００㎡ 建付地宅地 鶴ヶ島以北

４４事例 平均６９９．１０㎡ 標準偏差４３４．６８

建込 ３７，６９７円／㎡ 標準偏差 １９，９３６

土地単価３７，１８９円／㎡ 〃 ４２，５４５

地積３００～２０００㎡ 建付地宅地 川越以南

４９事例 平均７１７．８０㎡ 標準偏差３７１．４９

建込 ５５，５７１円／㎡ 標準偏差 ３０，２５４

土地単価５１，１５９円／㎡ 〃 ２８，４４２
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鶴ヶ島以北の取引のうち２００平米を超える宅地（建付地）の取引について、県条例施行

前後で見てみた。

⑧２００㎡超 建付地宅地 鶴ヶ島以北

～１５年６月 ４０件 ９７８．０８㎡（標準偏差１１９３）

建込単価 ４２，２９５円／㎡(標準偏差 )26517
土地単価 ３５，７８２円／㎡（標準偏差 ）20106

１５年７月～ ４５件 １０２３．９８㎡（標準偏差２７１７）

建込単価 ３４，８１２円／㎡(標準偏差 )21193
土地単価 ３４，５０７円／㎡(標準偏差 )42663

取引の平均も増加しているが、標準偏差が大きくなり、地積の大きな取引が増加してい

ることが分かる。また、建込単価は低下しており、標準偏差が小さくなっていることは、

建込の価格はバラツキが無くなってきている。これに対し、土地単価のバラツキが大きく

なっていることは、土地価格の配分が変わってきているのではないだろうか。

いずれにせよ、建込価格単価を見ると、県条例の施行前後で２割程度の下落が起きてい

る。

（※１）飯能市、東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、名栗村、毛呂山町、越生町、滑

川町、嵐山町、小川町、鳩山町、川島町、吉見町

（※２）川越市、所沢市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、三芳町、

大井町
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市街化の住宅地と調整区域内の公示地価格の比を見ると、全県平均では市街化の３７％が

。 ， ， ， 。 ，調区の価格である 第１ 第４ 第５ 第１２の４分科会で４０％を上回っている 第１

第４，第５はいずれも県南の分科会。東京からの接近性を考えると調整区域内でも人気が

高いことがうかがえる。一方、第１２分科会は飯能、東松山地区である。市街化区域のお

よそ半値である。内容を見ると、地積が百㎡台のものもあり、調整区域として農家住宅を

代表するものでないものも含まれている。

さらに１５年と１６年上期の取引事例価格と公基準地の価格も比較してみた。１００％

を切る地域では、取引価格の大幅ダウンが見られる。それだけ価格変動が激しいことを表

している。

１６年住宅地 １６年調区

公示地平
均

基準地平
均 公基平均

公示地平
均

基準地平
均 公基平均

調区／市
街化

第１ 207,244 204,614 206,457 77,500 93,600 85,550 41.4%
第２ 177,774 173,858 178,511 61,800 57,500 59,650 33.4%
第３ 135,784 128,316 133,514 45,700 44,620 45,160 33.8%
第４ 155,623 156,298 155,822 62,767 66,000 64,383 41.3%
第５ 191,177 165,723 183,061 82,000 83,550 82,775 45.2%
第６ － － － －
第７ 140,274 136,494 139,014 48,120 54,625 51,373 37.0%
第８ 109,900 110,907 110,208 37,367 33,280 35,323 32.1%
第９ 65,104 61,268 63,364 24,370 21,325 22,848 36.1%
第１０ 98,543 99,460 98,813 30,010 27,363 28,686 29.0%
第１１ 68,135 66,421 67,630 23,027 20,573 21,800 32.2%
第１２ 72,408 68,947 71,162 34,606 34,577 34,591 48.6%

平均 37.3%

１６年 調区建付地宅地 対公基準地 調区宅地更地３００～２０００㎡
公基平均 １５年 １６年上期 １５年 対公基準地１６年上期対公基準地

第１ 85,550 104,053 84,090 98% 58,124 68% -
第２ 59,650 123,065 59,513 100% 56,906 95% 6,004 10%
第３ 45,160 66,318 54,117 120% 35,898 79% 69,157 153%
第４ 64,383 136,359 79,325 123% 64,427 100% 37,348 58%
第５ 82,775 121,178 82,114 99% 58,894 71% 43,302 52%
第６ 182,049 - - -
第７ 51,373 113,534 78,051 152% 54,346 106% 56,595 110%
第８ 35,323 107,808 53,377 151% 36,907 104% 23,586 67%
第９ 22,848 47,957 28,198 123% 21,532 94% 25,430 111%
第１０ 28,686 69,904 50,985 178% 34,616 121% 41,384 144%
第１１ 21,800 48,526 19,578 90% 16,977 78% 17,392 80%
第１２ 34,591 69,254 20,988 61% 23,038 67% 14,177 41%
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次に、士協会のアンケート回答データから調整区域の建込価格価格を求め、集計してみ

た。これを見ると１１年から１３年にかけての下落が明白であるが、１４年に価格が持ち

直している。景気回復を受けたものであろうか。しかし１５年になって川越以南はそれほ

。 。どの下落でもない ほぼ１３年の価格並みであり３年間を通してみればほぼ横ばいである

しかし、鶴ヶ島以北の下落は大幅である。そのため荒川右岸全体の価格が下落してしまっ

ている。
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坂戸市にっさい地区で進められてきた住都公団の土地区画整理は終了した。

同時に、県道新川越坂戸毛呂山線が開通し、にっさい地区にスーパーや、沿道サービス施

設が連坦、隣接市町村からも人を集めている。

にっさい地区の北方に当たる、鳩山ニュータウンは、新都市開発の分譲した住宅団地であ

り、熟成した団地である。しかし、近年は居住者の高齢化が進んできている。

最近の取引は、５０件集計された（１５年以降）

中古住宅が 総額１６８０万円から２２００万円

建込価格８３，９１１円／㎡～１０１，７０５円／㎡

更地取引は、４７件 平均８７，６９４円／㎡

２０，５４４円～１５２，６９２円／㎡

鳩山町の西方には、山一土地が造成し、山一が経営破綻後、販売提携していた新都市開発

も破綻した２００区画以上の分譲地がある 「目白台○丁目」 がそれであり、投げ売り。

状態になっている。

１５年の取引は２７件採取できた

平均２２３．２５㎡ １７４．０９から４３８．１７㎡の住宅地

更地平均２９，０４３円／㎡ ２５，８７２～３３，３０２円／㎡

建物付きで １，９７９万円から２，４００万円 平均２，２３６万円である

買い手市場であるから、更地を３区画まとめて購入することも可能であり、７００㎡く

らいの土地が２千万円以下で購入できることになる。したがって、目白台周辺の調整区域

内の土地を平米３万円以上で購入する必要はなく、条件の劣った調整区域内の土地であれ

ば２万円台でなければ売れないことが明白である。車社会であり、駅から離れた調整区域

では、２，３キロ遠くても同一需給圏であることは間違いない。目白台に代表される分譲

団地の価格下落の影響は、周辺市町村にも及んでいると言える。
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日高市等が、都市計画法３４条８号の３地区を拡大した意図は、人口の減少に歯止めをか

け、人口増をはかるものであった。しかし、今のところその成果は上がっていない。人口

は横ばいまたは微減であり、購入者の多くが同一市町村内の居住者である。

平成１５年８月 １６年８月

日高市 ５３，６３６人 ５３，６３３人 マイナス ３

毛呂山町 ３９，１８４人 ３９，１３５人 マイナス４９

越生町 １３，６５４人 １３，５７３人 マイナス８１

鳩山町 １６，４８９人 １６，３７２人 マイナス１１７

都市計画法改正の目玉として、地域のことは地域に増させる地方分権の考え方がある。

企業誘致をすることで市町村の将来を明るいものにしようとする動きは当然である。新聞

記事によれば、産業系施設立地について１年半で２５社、１５ヘクタールが利用された。

そのうち、企業数の５６％、面積では約８割が日高市となっている。改正都計法に対する

日高市の意気込みが出ているとも言えよう。ただし、上記のようにバブル崩壊後のリスト

ラは省力化の歴史であり、県内の雇用者数は減少している。事業所の増加がストレートに

雇用増、人口の社会増に結びつくかどうかは不透明である。

第１表  事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移　　

（指数：平成12年＝１００）

事　業　所　数 従 業 者 数（人）     製造品出荷額等（億円）

年次 実    数 前年比 指　数 実    数 前年比 指　数 実    数 前年比 指　数

（％） （％） （％）

6 20,832 ▲ 10.1 108.4 527,084 ▲ 4.9 110.2 148,149 ▲ 5.6 102.4

7 21,454 3.0 111.6 524,821 ▲ 0.4 109.8 152,053 2.6 105.1

8 20,001 ▲ 6.8 104.0 509,487 ▲ 2.9 106.5 153,155 0.7 105.8

9 19,248 ▲ 3.8 100.1 501,187 ▲ 1.6 104.8 155,622 1.6 107.5

10 20,803 8.1 108.2 503,291 0.4 105.3 147,001 ▲ 5.5 101.6

調整後 ▲ 0.1 100.0 調整後 ▲ 3.8 100.9 調整後 ▲ 7.9 99.0

11 18,814 ▲ 9.6 97.9 476,829 ▲ 5.3 99.7 138,134 ▲ 6.0 95.4

12 19,223 2.2 100.0 478,179 0.3 100.0 144,740 4.8 100.0

13 17,483 ▲ 9.1 90.9 456,493 ▲ 4.5 95.5 139,398 ▲ 3.7 96.3

14 16,244 ▲ 7.0 84.6 434,760 ▲ 4.7 91.0 127,599 ▲ 8.4 88.2

15 16,618 2.3 86.6 428,554 ▲ 1.4 89.7 130,224 2.1 90.1
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公的評価にはいくつかの評価がある。国土交通省の関連する地価公示、地価調査、財務

省（国税庁）の関連する相続税路線価、総務省の関連する市町村固定資産税がその中心を

なす。

上の表は、県開発指導課の資料から写してきたもの。この中に書いてあるように公示価

格の７割程度を目安とする固定資産税、同じく８割程度を目安とする相続税評価があり、

平成６年からは、公的評価のリンク関係が制度的に担保されるようになった。

それまでは、固定資産税の評価額は時価の１０～２０％に過ぎないと言われ、相続税の

路線価図は時価の３分の１といわれた。路線価図の数値を１０倍したら丁度坪単価と見合

うと言われた。路線価図に１００と書かれているのは、本来１㎡あたり１０万円のことだ

が、これを１０倍して、坪１００万円と見るのである。本来の路線価そのものの数値が坪

３３万円であるから、ほぼ３分の１であるということなのだろう。

、 、 。固定資産税は 保有していることにかかる財産税であり 市町村の有力な税収源である

また相続税路線価は相続、または贈与税の基礎とされ、不労所得に対して取得した価値を

。 、国が課税するものである 売却しないまでも相続によって所有権が移転するのであるから

より時価に近いものでなければならないのが相続税である。一方、保有課税の固定資産税

は、保有に伴う収益を源泉とする。売却を予定せず、収益が限定される農地は農業収益価

格を基にして、価値を把握することになる。いずれも税の着目点が違うから、それ自体が

全て一致する必要はないだろう。しかし同じ税であっても、課税するものさしが違うと、

大きな差異が生じる。同じような土地が近隣市でも２倍以上違うことがあった。横の公平

を図るべきであり、その目安（ものさし）として選ばれたのが、全国をカバーする地価公
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示制度であった

固定資産税は次のような評価システムになっている。

市街地－－－路線価地域

道路に路線価が敷設され、その道路に面する土地について、個別的格差率を乗じ

て、個々の土地価格を求める。

上記以外－－その他地域

調整区域の集落のように一定地域を一つの状況類似地区とし、その中の標準的

宅地価格を求める。宅地は基本的に同じ金額となる。

宅地以外の地目は、地目ごとに宅地価格に割合を乗じて求める

相続税路線価は次のような評価システムになっている。

市街地－－－路線価地域

道路に路線価が敷設され、その道路に面する土地について、個別的格差率を乗じ

て、個々の土地価格を求める。

上記以外－－倍率地区

固定資産税評価額に地目別に定められたその地区ごとの一定倍率を乗じて求め

る。

したがって、路線価の敷設されている市街地については、固定資産税と相続税路線価は

基本的な考え方は似通っている。１割の差があることである。

①

Nｗ２

１００

②

ｗ２ １

１ ０

０ ④ ③駐車場 ０

０

１１０

⑧

⑥ ⑦

⑤

図の①と②の土地は向かい合っている。固定資産税や相続税路線価では、方位格差を見

ていないから基本的に同じ価格となる。

現実の市場ではどうだろうか？ ①は南道路であるから、陽当たりの問題はあまりない。

③の駐車場が未来永劫駐車場として使われるのなら同じように陽当たりはよいだろう。し

かし、将来マンションでも建ったら住宅地としての人気は大幅に下落する。一般には、価

格は①＞②となり、その格差は１割以上となることもよく見られる。③の土地は、間口が

大きい。将来いろいろな用途に使える土地ではある。しかし、この土地が戸建て用地でし



- 41 -

かないのなら、面積の大きな土地は一般人には購入し得ない総額である。業者が買いうる

価格は出来上がりのエンドユーザー価格の半値ともなりかねない。⑥の土地は２方路では

あるが間口が狭い。利用しにくい土地であり、市場性は低い。それぞれの土地には個性が

あり、その個性は市場の動きによって人気の差となってあらわれ、価格もそれに応じて上

下する。しかしながら、固定資産税評価や相続税評価は、全国共通の基準に基づき、あま

り地域性は認められていない。まして、市場の動向によって１年前の個別格差を翌年見直

して変更するようなことはない。担当者が変わっても基本的な事項は変わらないという前

提があるから規準はそうそう変えるわけにはいかないのだ。したがって、鑑定士がとらえ

る市場性の差にも続く個別格差とは異なって、固定、相続税評価の個別格差は自ずと小さ

、 。 、くなり 同一路線価の土地はほとんど同じような価格がつけられることになる その結果

条件の悪い土地（たとえば⑤）は個別の鑑定価格の時の個別格差よりも小さな個別格差と

なるだろう。それでも実勢価格を上回らないのは、固定の場合７掛けであり、３割の余裕

があるからその中で吸収されるからである。

調整区域のように市街地が形成されていない地域は、小字等のまとまりによって集落ご

との標準画地価格が設定される。宅地であれば、面積や街路条件等が違っても同じ価格と

なる。地目ごとに宅地を基準とした価格割合で標準価格が設定される。同じ区域内で同じ

地目であれば、基本的に同じ単価を適用されることになる。たとえば、１２０㎡の小規模

宅地、１５００㎡の農家住宅、５０００㎡の工場でも単価は同一となる。

a
ｃ 住宅

130農家住宅

㎡ ㎡1000

ｂ ｄ 工場

住宅 ３０００㎡

㎡150

図の地点 は、調整区域内の開発団地内の土地、 ㎡の一般住宅地である。この開発a 130
区域を独立した状況類似地区として評価することが多い。利用の状況は市街化区域の住宅

地とあまり変わらない。市街地から少し離れているために、将来的に市街地の熟成が進ま

ないことが懸念されるが、その他は差がないため価格も市街化区域の住宅地を少し下回る

程度であろう。一方、地点ｂ、ｃ、ｄは調整区域内の農家集落を形成している。標準的な

土地とすれば１０００㎡の農家住宅であろう。地点ｃを標準宅地としてとらえ、地点ｂと

地点ｄの価格は地点ｃを基準として評価される。その他地区は、基本的に地目ごとに一律

の価格を採用する。そのため地点ｂ、地点ｃ、地点ｄはいずれも同じ価格とされる。

地点ｃの価格は農家住宅の土地の価格である。したがって地点 と比べると３割から５割a
下回る数値となることが多い。その結果地点 と比べると地点ｂは３割から５割下回る数a
値となるだろう。この点を公平でないと考えると地積による規模格差を全て無視するか、

逆に全ての地点で規模格差を見なければならない。多数地点の一斉評価という固定、相続

税の評価システムでは、今の考え方が次善の策とされているのである。
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地価公示や地価調査の地点は、不動産鑑定士の鑑定評価によって求められる。鑑定評価

は対象不動産そのものの価格を明示する行為である。したがって、その不動産の個性を考

慮した最終的な評価額を決定する。鑑定評価の考え方では、最終的な評価額が表に出て、

途中の標準画地価格は背後に隠れている。固定や相続税評価では、標準画地価格のみが表

に出て、個別の価格は一般の目に触れない形となっている。ここで注意すべきは、地価公

示価格は個別格差を含んだ価格であって、地域の標準画地価格と必ずしもイコールではな

いことである。たとえば、東京駅の丸の内口正面の丸ビルは公示地になっているが、その

価格は、４方路であるプラスと、総合設計制度による容積率のプラスを含んでいる。標準

画地価格と違う公示価格であるが、相続税等は、この公示価格の７掛け、８掛けであるた

めに機械的に計算されている。丸ビルの前だけが独立した路線を敷かれている。

この仕組みは、鑑定士の考え方を大きく規定している。鑑定士の求めるものは対象不動

産そのものの価格についての意見を表明したものであり、標準画地のとらえ方は、必ずし

も同じではないのである。ごく狭い範囲の近隣地域をとらえる人が多いが、中には大字単

位の近隣地域をとらえる鑑定士もいる。それぞれのとらえ方によって、標準画地の面積も

異なるから、標準画地の価格も自ずと異なる。たとえば対象地の地積１０００㎡の角地と

し、鑑定評価額は７２１００円であったとしよう。近隣地域を広く見る人の標準画地規模

は１０００㎡、標準画地価格７万円であれば角地のプラス３％を加算し、７２１００円と

なる。一方、標準画地規模を１５０㎡とする鑑定士は、標準画地価格１０万円と求め、規

模格差を３割、角地プラス３％とした。したがって次の式によって求めた。

円×（１－０．３）×１．０３＝７２１００円100000
結論は同じであっても、途中の標準画地価格が違うのである。それでも地価公示を含む鑑

定評価の考え方では間違いではない。

とは言っても、埼玉県の地価公示等では、個別格差があまり大きくしないようにしてい

る。個別格差を担当評価員の個人判断にのみ委ねると、担当者が違ったときには個別格差

が違ってしまい、変動率にも大きな影響をもたらすからである。また、どのような個別格

差が使われているかが予測できなければ、一般鑑定評価の際に指標として使いにくいから

である。したがって、角地等のプラスと方位格差は見るものの、たとえ、台形であっても

形状でマイナスを見ることはないはずである。しかしながら、住宅地では方位格差を見る

ために南道路と北道路では６％の差が出るのである。標準画地価格１００００円／㎡の地

域では南道路であれば１０３０００円、北道路であれば９７０００円の公示価格となるの

である。

以上のように公的な価格は地域の指標性を持つために、標準的な価格を求めている。

ここで標準的画地を考えてみよう。標準的な画地は、矩形の土地を選択し、個別的なマイ

ナスがない地点とされる。いわば、その地域の中では問題のない土地なのである。地域内

のそれぞれの土地は奥行きが深かったり、形状が悪かったり、傾斜があったりと、ほとん

。 、どマイナス要因を含んでいることが多い 公示地等の価格は問題のない土地の価格であり

地域内では比較的高目の土地であるということを記憶しておきたい。一般の鑑定評価の時

には、画地条件で劣る土地であったり、その土地に建物が建てられているときには建付減

価の発生もマイナス要因である。
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土地神話の時代には、将来と地価格が上がる期待が人々にあった。そのために、少しく

らいの価格差は土地の値上がりで消えてしまう程度のものであった。したがって、地域内

の土地価格はほとんど差がないと考える方が買収をやりやすかったのは事実である。画地

条件や地目の差によってもたらされる価格差を厳密に考えるとかなりややこしいことにな

る。事業に対する協力をしてくれる地権者に対し、個別の価格差を細かく説明するのはな

かなか難しい。明らかな差に限定したいのは担当者とし素直な感想である。

ところが、市街化区域内の土地は売れる土地は高く取引される。一方、条件の悪い土地

は値が付かないことがあるほど安く買いたたかれる。隣接している土地であってもそれぞ

れの価格差があることを地権者に説明しなければいけなくなる。

さらに、調整区域といっても３４条８号の３の区域ではさらに難しくなる。区域内の土

地であっても道路幅員や排水等の条件から開発ができない土地もある。同じ土地も分筆の

仕方によって開発ができたりできなくなったりすることもある。一律に評価することが正

しいとは言えないのである。そのために、固定資産税評価では次のように取り扱うように

なるだろう。３４条８号の３区域の宅地以外の土地（畑、雑種地等）は宅地開発ができる

かもしれないが、それは条件に合致したときのみであるために、宅地化できないことを想

定した（低い）価格で課税し、それよりも高い価格で売れるのは地権者の運が良かったと

考えるのである。 とは言っても、用地買収の時に課税の考え方を適用できるとも考えら

れない。したがって、その土地が宅地開発が可能であれば、それに応じた素地価格として

の価格をつける必要があるだろう。個別に宅地開発の可能性をいろいろとシミュレーショ

ンする必要があるだろう。

調整区域内の山林の価格が問題になったことがある。

バブル期には、平地山林を転用し、業務用地、資材置き場、霊園、果ては産業廃棄物の中

間施設として様々な土地利用が多く見られた。土地利用に様々な制約があって開発が困難

な農地と比べると、雲泥の差があった。そのため、バブル期に所沢インター周辺では坪百

万円という市街化区域並みの土地取引もあった。

しかし、バブル崩壊とともに山林の土地利用はごく限られた用途に絞られてきた。その

ため、利用できる山林と利用困難な山林とでは需要に差があり、価格も個別的要因によっ

て売れる土地と売れない土地が生まれた。

平地山林には公示地（県基準地）があった。農地には公示地等がないが、山林は土地取

引の指標とすべき公示地等があったのである。

狭山１３－１の価格は、森林トラストや道路用地等の公共事業用地買収の指標として長く

利用されてきた。そのため、急速な土地価格の変化は好ましくなく、周辺調区内宅地の地

価変動率と類似の変動率を示してきた。

しかし、９９年（ｈ１１年）春にテレビ朝日「ニュースステーション」によって 『所、

沢地区の葉物野菜にダイオキシンが検出』報道によって、一挙にダイオキシン問題と産業

廃棄物処理施設の野焼きの問題が注目された。それまでにも売却が難しかった平地山林の

需要者であった産業廃棄物業者と霊園業者に取っては、新規購入よりもむしろ在庫売却を

考えたくなる状況となった。

これを受けて、地価公示の狭山１３－１は年間５０％の下落を当初考えた。しかし、社

会的な影響を考慮し、最終的に下落率をマイナス ％、翌１３年にマイナス ％と24.9 18.2
し、１４年選定替えで対応することとなった。

当時、一番影響を受けたのは、固定資産税よりも国税（相続税）評価であった。時価平
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米３万円の山林が相続税評価として平米５万円で評価されると、大地主にとっては何億円

もの評価額増となる。税金額も大きく増加してくる。売却不能な価格で評価されるのは違

法であるという最高裁判例を受けて、国税当局が敗訴する例が相次いだ。国税当局はその

後、山林と農地の評価を実勢と合致させるように急遽作業し、現在ではかなり低価格の評

価になっている。

今回話題とすべきなのは、宅地価格の下落が明らかになってきたからである。

山林、農地の価格は参考とすべき公示地等の価格が（ほとんど）無く、さらに、保有税で

ある固定資産税の評価は国税の何百分の一という低価格であるため、固定資産税額は低い

のに対し、売却を前提とする相続税は時価であり、臨時偶発的な相続という事件に対応し

て、相続人が申告という本人自らが価格を自覚することによるものである。

今回、地目宅地が話題になると、固定資産評価の１．１倍が相続税評価であるという仕

組みから山林等とは違う大きな問題が起こる。

最初に話題になるのは、相続税評価額である。２０００平米くらいの農家住宅はかなり

多くある。そこで相続が発生すると、２０００平米の宅地が売れる金額で評価されている

のか、ということになる。もしも、相続税評価が高すぎる、違法であると認定されると、

、 。そのことは ７対８の関係でバランスを取っている固定資産税評価に直接跳ね返ってくる

固定資産税評価も高すぎると認定されると、その場合には５年間遡って課税を訂正し、過

払いであった税金額は返還しなければならなくなる。

このことは、その土地だけの問題である相続税とは違って、付加税の固定資産税では、

その土地だけでなく同様の土地全てに訂正する必要も出てくるかも知れない。場合によっ

て、全市の調区内宅地の価格を過去５年間分遡って評価し直すことも求められかねない。

現在、平成１８年度固定資産評価替えの作業が進められている。昨年、不動産鑑定士協会

の研修会において、上記の問題が提起され、ほとんどの市町村で調整区域の価格を注目す

る状況になった。まだまだ、取引価格がどの程度下落したのか明白ではない。そのため手

探り状態ではあるものの調整区域の価格が見直されてきていることは留意すべきである。

前述のように土地価格を巡る状況は大きく変化している。埼玉県内では、ごく一部の土

、 。地が人気を集めて価格上昇するが ほとんどの土地は需給が緩み価格下落せざるを得ない

調整区域は、かなり下落を続けるであろう。地域に限定される需要に対し、農地や山林等

供給はこれからも増えると予想されるからである。

用地担当者の方にはやりにくいことになるだろう。交渉を長く続けていくと買収単価が

下がるからである。地権者の都合で買収ができないのなら自業自得といえるが、予算限度

から買収ができないときには後の交渉がやりにくい。とは言っても、前年の単価を微調整

した価格を続けるとやがていつか辻褄が合わないことになりかねない。地価が下落してし

まったのは、行政の責任ではなく経済事象である。周辺の価格下落に応じて買収単価を下

げないのであれば、地権者のゴネ得と言われることも起こりかねない。

地価が下落している中で公共買収だけが高値で買っていると言われるのは公共に対する信

頼性をなくすことにつながると言えよう。

、 。前述のように市街化区域では 個別格差が大きくとらえられてきたのが取引実勢である

バブル期の感覚で行った土地評価の評点が現在も通用するのかどうかは、検証しておく必

要があるだろう。そうでないと、条件の良い土地は実勢よりも低価格で評価され、条件の

悪い土地は価値以上に評価されたままとなるだろう。

一方、調整区域の土地は下落しているものが多い。取引情報を適切に収集し、地価水準の
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変化を把握しなければならない。担当鑑定士には前年買収価格を基準として評価するので

はなく、新規に評価するときの適正価格を出させ、最終的に起業者が政治的に判断すべき

である。鑑定士は市場の実勢を図る体温計のようなものであり、あるがままの価格を表示

する主体である。決してあるべき価格を作る存在ではない。

買収担当者には辛い状況が続くであろう。場合によっては、価格体系が落ち着くまで事

業の休止をした法がよいのかもしれない。

また、買収には、事業の対象区域全部を買収できるような予算を一気につける方がよい。

予算が１０億に限定されるなら、それをいくつかの事業に分散させるのではなく、１カ所

の事業に集中し買収に応じるかどうかを地権者の判断に委ねる方がよいと思う。


